
告
　
　
示

○
有
害
図
書
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課
）

一

○
道
路
の
供
用
開
始
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
道
路
保
全
課
）

二

○
道
路
の
区
域
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

公
　
　
告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
（
二
件
）

（
経
営
支
援
課
）

○
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
地
改
良
課
）

四

○
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
市
計
画
課
）

五

●
香
川
県
告
示
第
六
百
四
号

香
川
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
香
川
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
図
書
を
青
少
年
の
福
祉
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日

（
第
九
一
六
三
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 69 号

平成 16 年

8 月31日（火曜日）

一

告

示

指
定
番
号

143

144

指
定

年
月
日
種
別

図
　
　
　
　
書
　
　
　
　
名

雑
誌
コ
ー
ド

発
行
所
名

指
定
理
由

14003－
9

㈱
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
ズ

内
容
が
著

し
く
性
的

感
情
を
刺

激
し
、
又

は
甚
だ
し

平成十六

雑
誌
ザ
・
ベ
ス
ト
M
AG
AZIN

E
９
月
号
（
N
o.244）

14077－
9

〃
〃

ザ
・
ベ
ス
ト
M
AG
AZIN

Especial
９
月
号
（
N
O
-134）

145
く
粗
暴
性

を
助
長
す

る
等
青
少

年
の
福
祉

を
阻
害
す

る
お
そ
れ

が
あ
る
。

年八月二十四日

08513－
09

〃
〃

M
eruFre!

Ｂ
Ｏ
Ｍ
Ｂ
Ｅ
Ｒ

９
月
号
（
N
U
M
B
ER-040）

146
04040－

08
〃

〃
Ｄ
Ｏ
Ｐ
Ｅ

ザ
・
ベ
ス
ト
マ
ガ
ジ
ン
オ
リ
ジ
ナ
ル
８
月
号

増
刊
（
SU
PREM

E-57）

147
02393－

9
〃

コ
ミ
ッ

ク
誌

ガ
ツ
ン
！

９
月
号
（
N
o.79）

148
08169－

9
㈱
コ
ア
マ

ガ
ジ
ン

雑
誌
ホ
イ
ッ
プ

９
月
号
（
N
o.56）

149
02257－

9
〃

〃
お
宝
ガ
ー
ル
ズ

９
月
号

150
07679－

9
英
知
出
版

㈱
〃

ビ
デ
オ
ボ
ー
イ
９
月
号
（
N
o.245）

151
07933－

9
㈱
ぶ
ん
か

社
〃

Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
-Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
９
月
号

152
03797－

09
㈱
バ
ウ
ハ

ウ
ス

〃
Ｇ
Ｏ
Ｋ
Ｕ
Ｈ
９
月
号
（
N
o.158）

153
07877－

9
雄
出
版
㈱

〃
Ｂ
ｒ
ｅ
ａ
ｋ
ｇ
ａ
ｌ
！！

９
月
号
（
VO
L.46）

154
17471－

09
若
生
出
版

㈱
コ
ミ
ッ

ク
誌

パ
シ
ャ
！

９
月
号
（
N
o.3）

155
07653－

9
㈱
竹
書
房

〃
月
刊
ビ
タ
マ
ン

９
月
号

156
16151－

9
㈱
ワ
ニ
マ

ガ
ジ
ン
社

〃
Ｃ
ｈ
ｕ
ツ
　
ス
ペ
シ
ャ
ル
９
月
号

157
18185－

9
ミ
リ
オ
ン

出
版
㈱

雑
誌
別
冊
Ｇ
Ｏ
Ｎ
！

９
月
号
（
40）

158
68292－

57
㈱
岩
尾
悟

志
事
務
所

〃
＠
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｉ
Ｎ
Ｇ

VO
L.1

159
03844－

08
㈱
マ
ガ
ジ
ン・

マ
ガ
ジ
ン

コ
ミ
ッ

ク
誌

ロ
ー
ズ
ヒ
ッ
プ

コ
ミ
ッ
ク
Ｊ
Ｕ
Ｎ
Ｅ
８
月
号
増
刊

（
VO
L.1）

160
03801－

09
㈱
サ
ン
出

版
〃

Ｃ
ｏ
ｍ
ｉ
ｃ
　
Ａ
ｍ
ｏ
ｕ
ｒ９
月
号



一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
粟
井
観
音
寺
線
（
二
百
四
十
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

観
音
寺
市
粟
井
町
字
竹
成
一
八
四
四
番

一
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
・
〇

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
二
五
〇

観
音
寺
市
粟
井
町
字
竹
成
一
八
五
六
番
　
　
　
　
　
　
四
〇
・
〇

一
地
先
ま
で

観
音
寺
市
粟
井
町
字
竹
成
一
八
四
四
番

一
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
・
〇

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
二
八
〇

観
音
寺
市
粟
井
町
字
竹
成
一
八
五
六
番
　
　
　
　
　
　
一
四
・
〇

一
地
先
ま
で

観
音
寺
市
粟
井
町
字
竹
成
一
八
四
四
番

一
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
・
〇

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
二
五
〇

観
音
寺
市
粟
井
町
字
竹
成
一
八
五
六
番
　
　
　
　
　
　
二
九
・
〇

一
地
先
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
四
百
三
十
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
フ
ジ
　
　
愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

●
香
川
県
告
示
第
六
百
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日
か
ら
同
年

九
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
炭
所
東
琴
平
線
（
百
九
十
号
）

三
　
道
路
の
区
域

敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
吉
野
字
市
神
二
一
四
四
番

一
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
・
五

〜
　
　
　
　
　
一
二
七

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
吉
野
字
市
神
二
〇
五
〇
番
　
　
一
一
・
五

六
地
先
ま
で

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
吉
野
字
市
神
二
〇
五
一
番

一
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
・
五

〜
　
　
　
　
　
一
二
四

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
吉
野
字
市
神
二
〇
四
〇
番
　
　
二
二
・
五

二
地
先
ま
で

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日

●
香
川
県
告
示
第
六
百
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日
か
ら
同
年

九
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日

（
第
九
一
六
三
号
）

二

観
音
寺
市
道

移
管
に
よ
る

不
用
物
件
化

平
成
十
三
年

香
川
県
告
示

第
七
百
八
十

七
号
で
変
更

し
た
区
域
の

一
部

公

告



平
成
十
六
年
八
月
二
十
日

三
　
届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１
　
縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
さ
ぬ
き
市
産
業
経
済
部
商
工
観
光
課

２
　
縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日
（
火
曜
日
）
か
ら
平
成
十
七
年
一
月
四
日
（
火
曜
日
）
ま
で

四
　
意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周

辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
次
の
項
目

を
記
載
し
た
書
面
を
本
日
か
ら
四
月
以
内
（
平
成
十
七
年
一
月
四
日
（
火
曜
日
）
ま
で
）
に
次
の
提
出

先
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
意
見
書
は
、
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支

援
課
及
び
さ
ぬ
き
市
産
業
経
済
部
商
工
観
光
課
に
お
い
て
当
該
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。

１
　
記
載
す
べ
き
項
目

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
沿
革

意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

意
見
の
内
容

２
　
提
出
先

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
商
業
・
金
融
グ
ル
ー
プ

●
香
川
県
公
告
第
四
百
三
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
届
出
の
概
要

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日

（
第
九
一
六
三
号
）

三

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

パ
ル
テ
ィ
・
フ
ジ
志
度
西
エ
リ
ア
　
　
さ
ぬ
き
市
志
度
字
花
池
尻
二
四
四
八
番
ほ
か

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
フ
ジ
　
　
愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
七
年
四
月
二
十
一
日

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

五
、
三
四
四
平
方
メ
ー
ト
ル

６
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

駐
車
場
の
収
容
台
数

二
九
六
台

駐
輪
場
の
収
容
台
数

七
九
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

二
四
二
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

一
三
三
立
方
メ
ー
ト
ル

７
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

開
店
時
刻
　
午
前
九
時

閉
店
時
刻
　
午
前
零
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
零
時
三
十
分
ま
で

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

五
箇
所

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

二
　
届
出
年
月
日



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日

（
第
九
一
六
三
号
）

四

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

二
　
届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
八
月
二
十
日

三
　
届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１
　
縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
さ
ぬ
き
市
産
業
経
済
部
商
工
観
光
課

２
　
縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日
（
火
曜
日
）
か
ら
平
成
十
七
年
一
月
四
日
（
火
曜
日
）
ま
で

四
　
意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周

辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
次
の
項
目

を
記
載
し
た
書
面
を
本
日
か
ら
四
月
以
内
（
平
成
十
七
年
一
月
四
日
（
火
曜
日
）
ま
で
）
に
次
の
提
出

先
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
意
見
書
は
、
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支

援
課
及
び
さ
ぬ
き
市
産
業
経
済
部
商
工
観
光
課
に
お
い
て
当
該
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。

１
　
記
載
す
べ
き
項
目

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
沿
革

意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

意
見
の
内
容

２
　
提
出
先

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
商
業
・
金
融
グ
ル
ー
プ

●
香
川
県
公
告
第
四
百
三
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松
市
古
高
松
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
市
費
補
助
土
地

改
良
事
業
小
山
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
六
年
八
月
十
七
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
高
松
市
産
業
部
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
六
年
九
月
十
四
日
か
ら
同
年
十
月
四

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
フ
ジ
　
　
愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

パ
ル
テ
ィ
・
フ
ジ
志
度
東
エ
リ
ア
　
　
さ
ぬ
き
市
志
度
字
渕
田
尻
二
四
二
五
番
一
ほ
か

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
フ
ジ
　
　
愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一
号

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
七
年
四
月
二
十
一
日

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

三
、
三
一
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

６
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

駐
車
場
の
収
容
台
数

一
六
五
台

駐
輪
場
の
収
容
台
数

四
七
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

八
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

四
五
立
方
メ
ー
ト
ル

７
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

開
店
時
刻
　
午
前
九
時

閉
店
時
刻
　
午
後
十
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分
ま
で

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

三
箇
所

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日

（
第
九
一
六
三
号
）

五

日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
四
百
三
十
五
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
飯
山
町

三
ノ
池
中
地
区
土
地
区
画
整
理
組
合
に
係
る
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し

た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
組
合
の
名
称

飯
山
町
三
ノ
池
中
地
区
土
地
区
画
整
理
組
合

二
　
事
業
施
行
期
間

平
成
十
二
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
施
行
地
区

綾
歌
郡
飯
山
町
東
坂
元
字
三
ノ
池
の
一
部

四
　
事
務
所
の
所
在
地

綾
歌
郡
飯
山
町
川
原
一
一
一
四
番
地
一

五
　
設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
十
二
年
一
月
二
十
五
日

六
　
変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日



平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日

（
第
九
一
六
三
号
）

六

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/


